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越中での硲命採薬使受け入れの実態について

-「享保七年新川郡薬草御用 ー 巻貨留帳」を中心に 一

吉野 俊哉

はじめに

硲府は卒保年 1月に、 各地で菜京の植生などの梢骰

を収尖すると共に、 生菜の知 ，；哉を将·及させる意図で

硲命の採菜使（以下、 採楽使） を全固各地に派造し

ていた。

学保 5 年 (1720) からの記録が残るこの事菜は、

以後15年にわたり鉦年続けられた。 一回の派造期間

は数日間のものから半年近くを掛けた長期にわたる

ものまであり、 また派造地域は蝦火、 松前から伊勢

紀伊までの広範囲に及んだ＇）。 採楽使には、 硲府に

よる直接的な民佑視察や梢骰収集の側面もあったの

で、 派迫先となった各湘や代官所では、 江戸でぶ洛府

勘定奉行からの申し渡しを受けたのち、 領内にあっ

ては縦の支配組哉を使って、 大規校かつ1孔巫にその

受け入れの任に当たっていた。

越中へは、 享保 7 年 (1722) と16年 (1731) の 2

度派造された記録がある が、r;c;;山県史jをはじめ

とする県内の市町村史などにもその記述やl刈辿史料•

文性の収叔がなかったため、 採薬使の越中での行!Jl)j

や受け入れの実態はよく分からないままであった。

'Tt者はこれまで、 近世越中での本刃［学受容とその

展開の実態について瀾査を進める中で、 立山山域を

中心とした採薬使による薬草見分の跡を、 留似等の

板数の史科からたどって紹介してきた"。 そこから

は、 大掛かりな人や物の動きがあったことは見えて

も、具体像が見えず、採藻が行われた垢所や、行程、

採集した薬iれの移送などの細部には疑問点が残るも

のであった。

今回、 浮田家文 ， I;: 「2芦保七年新川郡薬1;,:御用一

谷筵留 l阪」・l
• (以下、「本史料」） I� 認の機会を得た

が、 これには、 受け入れ側の準伽に関する祈たな具

体的内容の他、 立山山域での柴箪見分の行程につい

て穂味深い；；已述が見られた。 立山山中を含む新川郡

以外の地域で藻！，＼
―
．見分が行われた可能性を示す内容

と、 採薬使受け入れに対する加買浙の関わりを示唆

する点などである。

そこで、 次f;,;:に半保7年の採薬使派造の手Jilf[や越

中での行動に関し、 これまでに明らかになっている

内容に「本史料」の記述を補い、 採薬使を受け入れ

た側の視点から実態を考察するとともに、「本史料J

によって明らかになった点を整理する。 さらに 「本

史料」全文の翻刻を掲叔する。

なお次咲以下、 小論本文中へ 「本史科」を引用す

る際には、 史料名を略し［丁a/ b】で、 丁数と記

叔面のみ示した。

1 • 諸史料に見る採薬使の派遣と活動の実態

1 -1. 採薬使派迎の手順

はじめに、 笠見する複故の史料をもとに、 派造に

至る手顛を笠理する。

ここでは、 美謀必老郡一,;;;:での染 i','( 見分にIVdする

品載がある「丹羽正伯菜ホ見分留帳J " (以下、「見

分留板」）と、 越中での菜 i界 見分を品叔する「享保

七歳薬京御用一怨留J :, (以下、「ー巻留」）、 及び

「為‘此通11\-l品』'" (以下、「通1サ］記」）との比餃から明
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らかになったこ と ＂ を中心に、「本史科」の品載を

補足する。

その他に、 この享保7年の採菜使派造を記録する

「佐渡年代記J''(以下、「年代品」）「国:�Jら筏祀」,.,

（以下、「淡記」）、 近江への 派辿申し渡しを記叔した

「日本財政経済史料J(以下 、「財経史科」）に所収の

史料 10 I を必要に応じて比較、 補足のために引用す

る。

1-1-1. 派述先への申し渡し

派造先は、 硲府からは勘定泰行が述名で発した：ほ

付によって、 派造先を領する湘の江戸留守居らへ伝

えられる。 これはこの年に限らず享保16 年、 その他

の楊合でも同様Ill で、 これが一 般的な定式であった

と考えられる。

L
I
;-付には派造予定の日時は内かれておらず、 採架

使の名前、薬草見分を目的とすること、菜草見習人、

条内に付く者の人数などの他、 菜京見分に廻る楊所

の名Jiりを、 ひとっ ・湘きで列品し、「～を廻り罷紺候

秘り」のような言葉で一 連の行程を結んでいる。

これを硲 府からの正式な申し渡しとするようだ

が、 実際にはそれに先だって、 派造先を領する瑞の

江戸窟守居、llrl番、 代官手代などが採菜使派造のJ.梵

任者である丹羽正伯の私邸に集められ 、 兵｛本的指図

の筵丼、 菜．亨見分に廻る国の順を記した杏付が示さ

れている。 その楊にはこれから出発する採菜使ら自

身も参加しており、 口頭でも補足的な指図が行われ

た。 集められた留守居らはそれらを喰品して国元へ

伝え ている。 薬京 見分を行う楊所や行程 につ いて

は、 その時点で予定されているものが詳細な注意点

などとともに示されているが、 具体的な日程と蚊終

的な採菜地についての委細は、 後から知らされるも

のであった。

各浙ではこの・；序付の内容を郡奉行 、 名主肝煎など

を通して末端まで伝えて実務に当たらせた。そして、

菜亨見分が行われた後には採薬使の領内での言動、

案内人がどこを案内し、 何を訊かれ 、 それにどう答
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えたのかを湘に報告させている】2
, 。

この、 派造先の領主、代官な どへの申し渡しは、

個別に、 日を変えて行われた。 しかも、 指図された

採薬楊所の'1'1'i'報は、 同 ーのものとは限らなかったよ

うである。

其体的には、「見分留帳」に見え る勘定奉行から

美涙郡代辻甚太郎宛・; 1 ::付の日付は6月3日、 それに

先立つ正伯私邸での指図が行われたのは 5 月25日。

加賀絣に対してのそれは「本史科」によると、 勘定

奉行から加質溜1北j番沢田源大夫（以下、flH番）へ宛

てたぽ付の日付が6月4日、 同じく正伯私邸での指

図が行われたのは 5 月26 日であった。 近江方面の菜

草見分に関する 「財経史料」には、 勘定奉行からの

、';-付の日付は6月2日13> とある c 但し、正伯私邸で

指図を受けた日付は苫かれていない。

llrl番が、 正伯私邸で 5 月26日に口頭で指図された

内容を品録には、「委細之義肥後守殿御存無之故与

存候、 此方;;. 1i11 御指図申入候段も、 可申送候御領主

様方江吋＇9伝此趣申談候由、 正伯老被申lli-J候／ 一御当

地（※江戸一箪者）何日頃疲出被成候・―·F承合候処、

未日限 相極不申候、 今日之通脇々御留 守居方悧晩ニ

拾三人宛程申談候、 左候ゑハニ三日も懸申候先ハ／

来月(※6 月ー筆者）上旬頃ゴI も可有御座候、」

[10 丁a、 b 】とある。

菜京見分に廻る 先々を領する溜の江戸留守居や、

代官所手代などへの説明には、 朝晩に13 人程ずつで

も2~3日かかるというのは、 全体に相当に大規校

な行程を思わせる。 また、 洋細な指図はすべて丹羽

正伯に委ねられていたことの証左とも受け取れる。

1 -2. 採薬予定の場所

硲府から示された薬芹．見分予定楊所があとから追

加されている具体的な事例をもとに検討する。

「見分 留1阪」に品された、 美涙郡代に宛てた6月

3日付の申し渡しに示された採薬へ向かう行程を益

理すると次のようになる。
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上州 ／既柏辺 沼田辺 三国辺 右之追相通り、 夫方美謀路、イぷ農飯田、i[迎り

駿州、 辿州 i[出致見分罷紺候祐り
越後 長岡辺

• I 

越後 村松辺村上芝田新潟出£：崎辺j•,':j田辺
• I

越中 'M
・

山

↓ 

飛騨 ,·.':j山

y I 

越前 勝山辺 大野辺 福井辺

↓ 

近江 柳ヶ瀬辺

• I

美涙路ヨリ信誤飯田ょ懸り！悛）·l·I、 辿州ょ出見分泄帰

申候枯り

それに対して、 加賀IJH番沢ER源太夫に6月4日付

けで勘定奉行から伝えら れた行程を、【1丁a/ b】

を元に整理すると次のようになる。

上野 厩柏領之内 沼田頷之内 三国通之内
ー
▼

越後 長岡領之内 村松領之内 村上領之内

芝田領之内 新渇辺 出虚崎辺

↓ 

陸

↓ 

越後 柏崎辺 益田領之内

↓ 

越中 富山頷乃内
• I 

飛騨 此j山頷之内

↓ 

越前 勝山領之内 大野領之内 幅井領之内

↓ 

近江 柳ヶ瀬領之内
• I 

後者には佐渡、 柏崎での採菜予定が加えられてい
ることがわかる。 指図の中にはその理由は述べられ

ていないが、 申し渡しの日の泣いは、 派辿先に対し

て予め滋図的に部分的な泣いを持たせたとも、 後に

なって急逍修正が加えられたとも見ることも出来

る。 もっとも、 楊所や予定到沿日時の変更などの委

細は、 出発後にも丹羽正伯の指図で、 状況に応じて

派造先を領する役所へ伝えられているので、 ここか

ら派辿全体への彩押までは函み取れない。 この・, 1;:付

では、「見分之揚所大概件如二候、 古面之所々.:.,,,,、

案内人足併菜平見習之者右斗付之迎差造候様旦汀相

心得餃、 委細ハ近辺向国々御代官方支配之所々へ申

叫【l丁b】（下線は喰者）とあるように、 形式

的な指図に留められている。

同様の点は、 正伯私邸での加賀湘に対する5月2

6日の指図では、

「江戸方

沼田 三国辺

村田 子つか関•1 ， ・柴田 新泌

上野 前柏

越後 長岡

出雲的

佐渡

越後 松崎

越中 紅山

飛騨 沿i山

越前 勝山

;•,':j田

大野 福井

柳ヶ瀬

美涙路より 飯田江通り返州へ出罷帰申候」

【13丁a、14丁b】

とある。〈越後〉が2回品されているのは 、 恐らく

越後から佐渡へ渡り151再び越後へ戻って菜京見分を

行う行程を示したものであろう。

そして採菜使が江戸を出発した後の指図では、 派

辿先の宿や村の問届、 年寄、 名主などへ当初の申し

渡しよりも詳細な；；；瞑；t見分拗所を伝えている。新） II 

r
/
 

C
O
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郡泰行が蒲の多訂用楊宛に 6 月26日付で報告し たの

は、 次の拗所である。

「板恰方

厩柏 沼田 三国辿 �i<長岡 村松 村上

芝83 新潟 出雲崎 佐渡国 じ 吋印l!j j心i田
心'';,\山 JR:庄：j山 �,,;r勝山 大野 福井

御：柳ヶ瀬 水竹大垣 1.: 引飯田 l.',!ti井川山迫

靭：浜松J

【2丁a] 

1嘩jに正伯私邸で 5 月26 日に伝えられていた行程

では、「近江柳ヶi頓→美談路→駿・）•卜I j盗州」へ廻ると

あったが、 ここでは兵体的な採薬楊所を 「大垣、 飯

田、 井川山追、 浜松」と示している。 派辿先への、

このような後からの指示は、 採薬使の派造の後を追

う上では注慈し ておく必要があるc

1 -3. 採薬日程と遅延

採柴使が江戸を出発したのは6月5日であった。

5 月25日に美涙郡代手代が、 江戸の正伯私邸での指

図を品録した6月6 l:l付の '.i't,屈こは、「ー弟子 衆四

人当月 (※6月を指 す 一 竺者）五Elニ当地 出立、

国々相廻り、 美誤国 へは多分八月中二て可有之由被

申候」（「見分留軟」16 •)とあるc

実際に採楽使が越中ヘ・来たのは8月下旬、 2組に

分かれて 8 月20日（野呂、 長井）と22 日（以井、 本

賀、 玉ti"i:)にそれぞれ 泊り町へ到祈している。 後述

する玉iti:は、 以井、 本賀と行動を共にしており、 合

流して泊り町へ灼いたと見られるっ

lli-l番からの梢報をもとに、 6)]27 日付で符用楊か

ら頷内各地の奉行宛に出された指図の中では「ー右

弟子中越後 方八月上伯た罷越筈之由二候11.l]、 米月二至

候ハノヽ、 越後へ新川之者ノ内指辿、 様子為承合可被

候']i-」{6丁a】とあったのだが、 実際は 到沿には

20日ほどの起れが出ていたことがわかる。

「通 JliJ 品」ではこの・・，I頃実を、「此人々参候事�f這御

触二 候間、 諸郡の見習人夫々役付相改五月方毎日の

取沙汰なり、 此御郡もJi這相待八月四日二皆泊り相
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詰候」とする。 5月26日の正伯私邸での指図には

「大形ハ八月上旬頃越中へ可被罷越哉」とあったわ

けだから、 ずっと受け入れ準伽を悠えると共に、 ひ

たすら到沿を待っていた様子が伺え る。

1 - 4. 採薬使の出迎えとその接遇

派造先で採柴使を正装で出迎えさせる指図は、 硲

府の権威を踏まえ、 公儀の使者に対する立楊を考え

たときに儀式の意味を持つだろう e 「見分留rpl{」、

「本史科」いすれにも、 その指示が見られる c

「ー 薬京見分衆其筋へ被参候ハヽ、 庄届必人 ・ 人

足必・人牧田様迄罷出 候様二、 庄届ハも 、サ I. 羽織ニ

上俗仕、 脇指も無用之由被申渡候由、 右ハ江戸より

之御f4如候ハ、御触，序拝見之上、 共辿二可被申渡候」

（「見分留帳」＂ ）

「 ー弟子中御領国i[罷越候時分ハ、 御領疫迄其線

之支 配ノ十村ヽと・人、 山廻，と人 、 所ノ肝!!位と人、 迎

ニ出各 方右之ものを以挨拶可被申入:•jf.」【5丁 b]

「ー宿々肝抱ハ袴羽織二,,.,指出可被申候、 肝！煎ノヽ村

様迄、 在主ハ町楊迄指出可被中、 但宿主ハ上下沿用

いたさせ可被申候」[6 丁a] 

この他「本史料·」を含め、 管見する史料には採菜

使に対して「御馳走がましきことは無用」が繰り返

し品されるのは、 実務的な採楽使派造の性格を表す

ものであろう。 5月26日の正伯私邸での指図の際そ

の理由を、 勘定奉行駒木根肥後守が、「御領主様 方

御馳走ヶ JU] 鋪義ハ杭j耐遥成筈 4紺 座候、 弥以此義も

猶更各ii申；，炎候、 御馳走等在之大勢御役人方等被出

候得ハ、 夫々へ御挨拶申義も滞懸御用指岡申候」

[ 9 丁 b]と述べているのも実務的で典味深い。

また「本史料」で、「ー 御馳走 ハ無之筈』戻へ（、

村々二有合之物をと申候得而ハ、 油方宿之外ハ塩物

等も無之所も可在之候間、 不手寄成村々ヘハ右之類

少々宛用意い たしiti: 候様二可被申付 ·F」[ 5丁a、

b ]とある点が、 意図に沿った接辿の実際の様子を

よく伝えているように思われる。

但し、「見分留板」 には美涙国多良村に米た代官
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〇準備した資材

菜章見分では、 移送を1前提として根ごと掘取り、

根に土を付けたまま菰や磁で包み人足を使って迎び

出し、 駒楊や小石川の薬園に移植することを目的の

1つとしていた。 そのために菜草を輸送する様々な

準備が注意深く指図されていた。 このことが、 活動

に批わる人数や物賓を妍やすこととなり、 全体とし

て規校を大きくしていた とも見え る。「ー 巻留」や

「見分留転」の記述を見ても、 菜京見分を行う各地

でそのような森材が大梵に用意されていたことがわ

かる。 しかも指図されていた種類、 規格はほとんど

同じものである。

「本史科」から主要なものを挙げることで、 各地

で行われた菜京見分に必要な森材の種頬や 規格は概

ね把握できる。

〈舌状箱〉

「壱或通入之湘状悠 拾五六斗」

「但薬章入申芯井に：；杯状箱作 り申候ノヽハ、 段々ニ

送 り可被申候」【4丁b】

， 1 :: 状を入れる箱を 2 種類(-通入 、 二通入）を作っ

て用意 することが、 各地で指図されている。

〈油祇・否維〉など

膚袖紙・甘縄等右順致用意 i筏 、 若不足いたし 可

申様子二候ハハ段々可被申付事」(4丁b]

〈節・目廂〉など

「即·;;:入申怒井指札之義、 支配之山々手寄ヽヽニ五

つ宛ノヽ致用慈詑之内放又ハ目毅等二仕候、琉球御

座れ右五1傾致用意ri'i:申お知可被申渡候」(4丁b】

「詑寸方ハ指渡弐尺四方斗、 深サ ー尺四方二手を

付、 長サは三尺余程、 目殺ヲ作篭之内敷物も里う

きう御座御用意可被成候、 軽キ薬京 ハ棒を通し両

方二結付かさ祢させ 申候巫き ハ両人仕丹ない申候

随分征ハ怪ク砒相二可被仰付候」【11丁 b 、 12丁a】

「目証、 辿ハ山二lfU薬耶取当被入候ため十五六用意

可得申付候」【15丁a】

〈木札〉類

「右之恐 4 指入 申候板之長サ壱尺斗幅三寸斗右之
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能数本と可被仰付候」【12 丁a】

「建絵荷板／小板札」【15丁a l

札に用い る板の長さは数種類あ り、「見分留板」

には複数種類の札を作る指図がある。

〈蕊〉

「蕊 薬草包候付用ひ申由二Ill/之御用意可被申付

候、 函其所々無之も有之所方Jf妙取寄ii"i:可被申候」

[15丁a】

〇採集した薬草の移送

薬．京見分には大岱：の木札、絵 札などが持ち込まれ、

採菜使が架平見習人を前にして、 その楊で同定し薬

章には札を付けていたようである。

毎年各地の行う菜罪見分では、 江戸の菜固へ述ん

で試験栽培する菜種の逃択が煎要であったと思われ

る。 新種や洪種の薬京の捜索も目的であれば、 現実

的には採薬使がその楊では見分けが付かないもの、

或いは菜京の地元での名称と一 般名が 一 致していな

いなどの：·J;:j•,'iで 、 採薬地で 一 旦狛め、 地元の菜種に

詳し い本京学者らに吟ねなければならない楊合も想

定される。 山中で掘り出した菜京の梱包や移送に大

岱：の森材を用慈させたのは、 採梨した薬京の多くは
一旦山から迎ぴ出し布拗などに梨め、 必要に応じて

人足や馬を手配して江戸へ述び、i凶終的には菜固舒

理に閃係する；；；品府の本草学者らの判断も加えて、 薬

函へ移植したのではないかと考えられる。そのため、

採染した薬:;界は どれも大切に扱われ 、 必要な指図は

自ずと洋細になっていったのtころう。「本史料」で

も移送の 指図に関する箇所は多い。

「ー山奥コ菜序掘出申候節、 薬京二よ り早速土 二つ

け、 目毅等仕事有之候、 右之薬 r,;:等 入申候怒向

寄々パ師代官所方出申候」 (11丁 b]

「 ー薬京入 申忍棒を通し荷申事付、 右徒ノ手取

を至極丈夫二可取申付、 直々其詑共江戸へ参申時

分荒迫中二1/u破拍 いたし、 薬),I. 拍し候1/u大切成義：

候条能々念を入可被申付:•J:;:」【14丁 b 】

「ー御領分ノ内二1/u堀出菜芍．、 江戸へ指越時分宿



継人足二）iり越後市振迄被指造 、 I渕所問屋迄為持

届、 寄問届庄屋等之内方菜京入申詑、 何荷受取候

由之手形。 取様豆可被申付候、 且又冨山方薬．章指

越御領分之宿々等二）ro受取候手形取可申与申候」

(15丁a】

「 ー薬1匹持人足ハ宿祗項オ領ハ江戸迄直々罷越申

義可有之此段御代官手代井弟子中i[相吟オ領壱人

ニ付二人二而指図候井可相闊lj候 1月(15丁b)

小石川菜固の移植薬種の記録には、 採菜使の成果

との関連するものもあるがI�>、1;£保7年の採菜で採

集された薬種を移梢した明確な記録ではない。 毎年

行われた菜京見分によって各地から江戸へ述ばれた

菜種の取り扱いについては、 今後の研究の進捗を待

たねばならない。

1-5-3. 新川郡以外での薬草見 分

奥山廻役が案内人となっている点や、 これまで笠

見する史料が新川郡での菜京見分についてのみ記し

たものだったことから、 薬京見分は立山や黒部を中

心と した新川郡だけで行われたもの と考えていた

が、「本史科」には新川郡だけではなく、 射水郡、

砥波郡を含めた46か村が菜京見分けの予定地として

記されており、 越中の加賀溜領全体での薬了匹見分が

予定 されていたことがわかった。 これらの村ノ9で行

われた菜章見分の具体的 な記録は不明であるが、

「 ー 茨京持候 人足表通し人足:1i11指出候様二御代官手

代等申義，入可有之候条、 �f証 岩i頓、 小杉等芦 用意被申

付、 夫々指1剖不申様 ．可被相心得、 右迫中役銀等ハ

左之銀子ノ内右可相渡 ··F」【16丁a】などの準備は、

これらの地域で薬京見分が 行われたことを示唆す

る。 新川郡同梯の準仙や手順で進められたのものと

思われるが、 射水郡や砺波郡の村に残る未見の文：占'.

の中に、 医王山などでの菜草見分の具休的な I関連を

示す部分の存在が予想される。

1 -5-4. 「領内での薬草見分」への加買藩の関心

「本史科」の中で加賀溜に仕えた本草学者内山筵

古野俊故／越中での硲命採深使受け入れの尖熙について

仲や稲若水の名前が見られる点に、 この採薬使の薬

京見分と加賀溜の産物政策との関連が見えるのでは

ないかと考える。

採菜使を受け入れる諸準仙を実務的に進めること

とは別に、 溜としては領内での硲府のよる菜亨見分

をどのよう見ていたのかは、 奥味深い問題である。

本京学に閃心が高いl・前田網紀（松芸公）の時代で

あったことや、 物産振典の流れを踏まえ、 比較的早

い時期に領内の薬．京調査が行われていたこと考える

と、 採菜使による薬京見分の成果への関心もまたはi

かったのではないかと見る。 また、 採薬使派造の中

心であった丹羽正伯も、 実際に採菜に訪れた野呂元

丈も学系からは加賀溜の本京学者稲若水の弟子であ

ったことに少なからぬ槻辿を感じさせる。

今回の菜京兄分に関して、 加賀溜と採菜を結び付

ける手がかりとなるのは次の2つの点である。

1つは、「本史料」で内山 筵仲 、 稲若水の名,�りが

挙がつていた部分の記述から、 採菜使は加質滞の物

産政策に関してある程度は知っていたのではないか

と思われる点である。

5 月 26 日に江戸の正伯私邸で 11\J 番が指図を受けた

内容に「 右新川郡、 砺波郡、 射水郡村々領之山野ニ

諸々ぢ黄蓮在之掘候由、 所之もの申・―·j;: 外菜種在之山

滋卸座候旨、 内山‘此中も申候間、 今般正 伯老弟子罷

越候時分相尋候者、 右山野致案内候お知可被申付·j;:」

【3丁b/4丁a】とするものがある。

これは、 正伯が内山此仲から1姐いていた「越中国

内での菜種に1処する佑報」を行梨にした指示のよう

である。 ここで具体的に挙げられた「焚述」は、 こ

の頃には「加賀黄辿」として品質が全国にも知れ渡

る薬利であった。 同時に、 それが加質よりも越中で

施出していることも当時から梢報として知られてい

た。 黄連だけではなく、 その他の薬種がある山々も

あわせて案内させ、 薬京見分を行いたいとする意が

読み取れる。

ここで、 加質と黄連の関係について付百しておく。

加質産黄述の品質の高さについて杏かれた本了；，：書が
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現れるのが元禄の前後である。 まず、［図解本点」

(1685)に「今日本出；加州者喉有声心深災堅実勝 ．

異国 出 ．羽州庄内者亦次レ之」と品されているの

が早いものである。 これが、 加賀溜が独自に領内で

の茨:,�·,: Ji,]査を行った品録が残る時期とほぼ同じこと

にも注目しておく必要があろう c 現存する加賀活で

泣も古い品j査品録は以i活2年(1685) のもので、 加

賀活医3名が産出する菜種を1且 ごとに品した『加能

越所産菜種考J 20> の中で、 政辿については、 加賀l硲

医坂井泰顛が同・, 1 r,「判I部」に「加州／能州／越中」

で殺出することを記録している。 また、 越中産の黄

述については「上品他国へも出申由申餃」と内：き添

えている�ll 0 

同時代以降の実用的本京・, 1::「用菜須知』（こ斧保l

l (1726) 年）ユ、「本滋薬返」(?.斧保15(1730)年） Z 

などに加質災述の品質が特品され 、 その質のr',はさが

定評となっている。 造物政策的には成果を上げてい

る·j;: 例と口えるだろう�-I•
O 

ー方で、 稲若水は「泡灸全 ， l):J (元緑5(1692)年）

では加質産の黄辿には触れておらず、 加賀近の生菜

では、「人参」につい て「加質州 白山迎 ー 種帥上人

諮之人参其根大如指，�'f気味如当帰恨雖非人参」と品

しているに過ぎない3

次に「本史科」で稲若水の名IJりが挙がる品述は、

「此i田方越中富山泄迎可申候、 加州山ハ私師匠稲若

水御家人 :=.1「U御座候得ハ、 加州辺之山よりノヽ菜布出

申』.J-見分不仕候、 白山 iT.ハ越前より懸り様子次第ニ

見分仕筈4卸座候由」[10丁b】である。

加賀湘には、 丹羽や野呂の師である稲希水が仕え

ているc その本京の見 ，；汲を念頭に、 加州の山から産

出する菜双の種類や布無について若水を通して知澁

を得ており、 この時は兄分の必要性は低いと考えた

行動とも見られる。 或いは、 師への辿磁があったの

かも知れない。

白山への採菜登山は、 当時の 白山押定の路程を考

えると、 越前側からの入山が妥当な路と考えられる

ので、 敢えて加賀からの路を外したとば思われない。
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越前側 から入山し、 美涙へ抜けた採菜の行程から、

この年の採菜では白山の柴ー1界に比べて立山全休の山

域での見分を屯視していたと考えられる，

もう1つは、 この享保7年の菜，罪見分で描かれた

菜京絵形を後日にまとめた「越中物殺品」 :!5• の存在

である これは後に「松出公御手澤辿，1::Jとして合

本されて現存する。 ここに、 落主網紀の意：図を強く

感じさせるとともに、 採菜使による菜芍見分を注視

し、 その結果を利用する考えがあったと椎測する。

「越中物産品jにまとめられた16種の菜,·;,:絵形は、

「御医師様方菜京／絵形咋皮仰付餃写」（以下、「被

仰付候写」） と題する10矛屯類、 「御「医師様方絵形／被

仰付候外菜了；，
．

．絵形」（以下、「被仰付候外」）と題す

る6種頬とに区別されている。

「被仰付候写」は採菜使がI.I位接見分けた栄，界を叫

録した絵の校写であり、 おそらくこの中に江戸へ送

られたものがあったと思われる。また「被仰付候外」

は、 採菜使が直接兄分をした以外の菜「＇：で 、 内山此

仲が同定した'"'内容が ・沖き添えられているところに

特徴がある c この「被仰付候写」の校写を数種類作

らせていることからも、 加賀湘がこの様会と採楽使

による架:,·;,: 見分の成果を利用する意：図があったと考

えられる。「被仰付候外」の存在は、 内山此仲ら滸

の本京学者が結果をまとめ、 それまで自領での晶査

結果と併せて、 採架使による領内での薬京見分の楼

会とその成果を秘極的に利用したものと思われる，

これ以降も、 加賀浙は享保年間から元文にかけて何

回も自滞領内の薬,;,: � 刈査を行っており、 沿の本i','(学

者内山筵仲や稲新助らがその結果をまとめている四） 。

それらの結果 もまた、 沿の殺物政策、 菜:,·れの流辿に

際しても利用されたものと考える。

1-5-5. 採薬使「玉匹良順」の存在

越中で薬，•図見分 を行った採栄使は5人であった。

これは「辿UH品」と「ー券留」 に ，柑かれていること

で、 硲府l})J定奉行の・. i ::付や）1羽正伯の:i'.i: ,i:: にある4

人に「玉ii梵良順」の名前が加わっているからであるし



古野俊改／越中での硲命採�:;1史受:t入れの実態について

しかし、 越中以外ので1叶列を品した「見分留枇」

「並品」「財経史料·」ではもちろんのこと、 越中へ来

る匝前に佐渡での見分を品録した「年代記」にも玉

[i'i: の名前の品阪がないお 。 また、 丹羽正伯から王i筏

について追って指図があった記録もない。

史科の記叔を突き合わせると、 加質滸が郡役所な

どを通して現楊での直接の準伽に渕する部分の文 ，
1 ;:

のみに採菜使5人と品されていることから、 玉[i'(良

順が硲府から直接派造された者ではなく加質溜に菫

用される本京家、 或いは滞医などの可能性が考えら

れるが、「本史料」にもそれを臭体的に明らかにす

る内容はなかった。 ただ、 玉説の身分的な立拗との

菌果1匁係ぱ不明だが、 越後から越中での玉[i'i:の行重）J

パタ ー ンでは、「野呂と底井」、「本質、 夏井、 玉i筏」

の2組に分かれての行動が多く見られた。

採薬先では、 採薬使に「薬可·,: 見習人」を付けるこ

とを必務づけ2'\,、 しかもその人数を過不足無く厳巫

に定めていたのは諸史料にあるとおりである。 行程

を細かく辿れば、 一定の地域内、 恐らくは同行した

迫案内人が担当する区域内であれば、 分かれての行

動は例外的ではなかったと思われる。 見分の効率を

考え、 必ず採菜使1人につき道案内1名、 菜京見習

1人が付くことを決めていたからである。

玉ii梵を含めて、 初めから「採薬使5人」だったと

見てしまうと、 採薬使l人に対して見習人が1人ず

つ準{iii)されていたので、 菜京見習も5人と考えてし

まうが、 この人数は本来硲府から派jj1された4人に

対して、 途中に病気などで欠けた際の袖欠を予めl

名を加えた5人を準伽した数と見るべきなのではな

いかと考える。 本来は「菜)罪見習之者Jit 1111 取極i罰候

者之内故防有之時分之ため二三人もかけかへのもの

申付可被ii'i:候山;,: 入申 時分ハ弟子;i:申談指加可被下

事」【14丁b】とある ように、 交替のための要具は

必ず確保されていたからである。

「ー咎留」では「米田村勘左衛門／束尾111;,f村二郎

左衛門／中市村三郎右衛門／中ノ嶋村五右衛門／大

家庄村孫兵術」の5人を菜草見習人に決めた上で

「但立山迄之時ハ孫兵脩指除、 下金剛寺村宗右術門

罷出申はつ」とあるように、 この時には結局6人が

菜京見習人として役を果たしていたことがわかる。

見習人には相応の予備知識や経験も必要であろうか

ら、 5人の採交使と知らされた時点で、 予め補欠を

加え6人を準11iiiしていたと推測される。

1-5-6. 採薬使が通過した宮山藩での対応

享保7年には窃山町では触芥が出され、 城下に採

菜使が来るに当たっての諸注慈が示されている。

窟山帝領では、 実際に茨亨の見分は行われず、 採

菜使は通過するだけであったようだが、 公儀役人で

ある 採菜使への気造いが兵体的によ＜分かる もの

で、「町吟味所御触., r ;:』30 Iからは、 享保16年の採薬

使派造の際にも、 ほとんど同じ内容の御触芥が出さ

れていたこともわかる。

学保7年8月に出された「薬:,'�,: 家巡回につき心得

方申渡·; i i:」は10箇条から成るが、 その中から直接採

菜使に対する接し方が示されたものを挙げる。

「ー当町旅人菜京衆御廻し！前後所々様子相吋候之

も の在之候ハノヽ町人 之義二條へ者不存候由可申

'jf. 」

「一菜平衆御家来町方へ罷出讃j;: 等とも細成儀不

及由可事·」

「ー宿仕もの其外何れ二而も不礼不致成ほど可致

1原敬·JS-」

「一菜京衆御通之時分見物人無之勿論覗候儀墜無

用二可被申付候」

採菜使から訊かれたことには要らないことは答え

ないこと、 城下へ来た採菜使に失礼なことはしない

ことの2点が基本的姿努とわかるとともに、 硲府と

宗藩にも気を追う溜の立揚が見えてくるものであろ

゜

、
つ
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1-5-7. 立山山中での詳細な宿泊場所の記録

5 人の採菜使たちが越中へ沿く日時は泣い 、 菜年

見分の行程もほとんど分団で行われた。 このうち野

呂元丈 と長井丈庵の立山山中での行動について具体

的にわかった部分がある。

「本史科」 から わかる、 この 2人の到沿から窃山

町へ至るまでの行程は次のように整理できる。

0越中来訪から宮山町までの行程

※［ ］内に「迎間品」からわかる採荻使（本質、 夏井、 王骰）

の行程を入れる。

8 月 20 日 野呂元丈、 長井丈庵が越後から越中（新
川郡泊り町）へ到沿。

22 日 ［夏井松玄、 本賀徳述、 玉四良順が越後
から越中新川郡泊り町へ到沿。］

~24 日 泊り町に逗留。

25 日 泊り町を出発して三日市村で昼休。 往辺
の迫筋で菜草を掘らせたが、 何という薬
草か分からなかった。

26 日 岩餅寺で昼休。 そこから芦絣寺へ向かい、
芦餅寺で宿泊。 その迫筋の所々で薬草を
掘らせた。［泊り町出発、 魚津宿泊］

27日 芦餅寺から立山へ登る。 鋭石 小屋で宿泊。
その道筋の所々で薬草を掘らせた。

28 日 長井丈庵は芦餅寺へ婦り、 野呂元丈だけ
が室堂まで登り、 その後地獄谷を廻って
桑谷小屋で宿泊。 その迫筋の所々で菜草
を掘らせた。

29 日 桑谷小屋から芦朗寺まで1盈り、 称名川柏
へ立寄った。 十衛門が坂まで迎えに来た。
その迫筋の所々で薬草を掘らせた。

9 月 2 日 芦餅寺を出発し、 岩餅寺をから新庄西迫
を通り富山町へ行った。 但し、 採菜使の
2 名の行動なのか、 恙右術門だけだった

のかは不明JI) 。
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岩餅寺から芦餅寺→立山への行程では 、「通1削；；E」

の記叔から、 野呂元丈と長井丈庵の2人が立山へ登っ

たことがわかっていたが 、「本史料」からは、 野呂

元丈だけが地狐谷まで行き、 長井丈庵は鋭石 まで行

き、そこからは芦l匂朕寺へ引き返していたこと。また、

2人とも雄山 までは登っていなかったこともわか

る。 室益から上の山城での植生を考え 、 採菜の必要

を認めなかったとも見える。

「通llり；；E」で「立山御泊」とあった記述は 、「本史

科」では、 岩餅寺で昼休憩の後芦餅寺へ向かうとい

う行程、 桑谷小屋、 鋭石小圧で泊まったことが記さ

れる。 ただ、「桑谷」や「鋭石」には常設する山小

届の施設はなく、「本史料」にあるような「仮小足」

を作っての宿泊だったことを窺わせる。 これらはそ

の市柄が記叔できる立場で採薬使に接していないと

·,'Y. けない部分である。



古野俊故／越中での硲命採深1史受け入れの尖態について

2. 「本史料」の翻刻

2-1. 「本史料」について

太田本郷村（現窃山市太田南町）の浮田家に伝

わるの文：沖の中の1つで、 20 丁の帳冊である。

淫田家は、 宗兵術が元緑 6 年 (1693) に加質湘山

廻役に任命され、 享保元年 (1716) からは苦右術門

が山廻役に奥山廻役を�it菊した、 新川郡では最も継

続的に世淡的に山廻役を務めた家である32)。「本史

料」は、 この学保7年の越中での菜草見分で、 西水

柏村勘左衛門とともに山案内オ許の役付きで加わっ

ている善右衛門が記録した留転である。 享保7年の

越中での採菜使に関する他の史料と比較すると、 品

録した者の立場の辿い で記述の中心となる·事柄に差

が見られるが、「本史科」からは、 溜政の末端で 、

硲府から出された薬平見分の準備と全体の流れと人

足や物森の移動といった後方支援態努が比較的広く

よくわかる。 また、 山中での薬京見分の指図に加え

て、 用兵の規格や菜京の移送につい ての洋細な指示

が記録されている点が典味深い。

2- 2. 「本史料」翻刻文

凡例

• 一行の字詰めは、 原文に合わせた。

． 盃点は喰者が振った。

・ 判盃不明の字は口で示した。

• 旧字、 異体字ば必要に応じて常用漢字に直した。

． 頁の表示は1丁の右面をa、 左面をbとし、[ l 

内に示した。 小論本文への翻刻文引用の際は、 こ

の頁を入れた。

［表祇l

";£ 保七年 新川郡

菜r;,:御 用ーな筵留板

寅六月 太田本郊

苦右衛門印

［哀白l

[ l丁a l 

此度茨芹見分就、 御用；；い越候者

野呂元丈

本質徳迎

夏井松玄

:L.c井丈r�

ー兄分之楊所案内人足 一日二四人

一架．収見習之者一 釘i二五人

見分之場所

ー上野屁柏領之内

ー同三国迎之内

ー同村 松,,il之内

一ru·i芝田鋲之内

ー同出宍批i辺

[ 1丁bl

一越後柏灼辺

一越中富山煩乃内

ー同沼田領之内

一越後士d岡領之内

ー同村上領之内

ー同新裕）辺

一佐渡

ー同窃田領之内

-,1r: 別窃山領之内

一越'jj,j肋山鋲之内 ー1社大野鋲之内

ー同幅井禎之内 ー近江柳ヶ瀬領之 内

右之迫相迎り、 夫ちJli農路伝沢飯田 、ciffiり！悛州辿州 、 r出、

致見分泄位飲秘り

一見分之均所大概件如ニfr�、.;,� 面之所々ゴ；案内人足併泌耶

兄哲之者右斗付之通差造保様二可相心糾餃、 委細ハ近

辺向i:.J々f罰代'bf方支配之所々へ申付餃l闊、 其格を以

招迎方二,rりも無滞様 oJ仕候、 右之趣御代官方村次ノ:,, uJ申辻候

間、 其旨相心得無手I/ZI様二可仕者也

寅六月四日

【2丁a】

板柏方

辻六郎左衛門印

杉弥太郎印

就御用無加印 萩源左衛l"I

駒肥後守印

水伯杵守印

筵描底守印

大下野守印

ぼ低 沼田 三国通 ／｀ 凡長岡 村松 村上

芝田 新泌 出裳�(i 佐渡国 1',1-, 柏崎 窃田

1<•1'冨山 紅心j山 尻"勝山 大野 福井 ，,,,柳ヶ瀬

1-l'l大垣 f.ぷ飯田 心井川山辿 ；；，［浜松

右迫中筋

(2丁b)

術々 l切屈

年寄

村ノ｀・ l�l/ii 

年窃
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右無襦相廻之留りよりuJ相返似以上

今股 、 i叩；＇：見分就ilP用医師野呂元丈、 本買稔迎 、

以井松玄、 1� 井丈）他、 江戸お悩越飲必二付、 公茂御役人

中5辿中筋面々村々間）点年寄名主共へ之祇而到米ニ

付 、 沿）II方本祇ハ·,,\山へ磁写出し申fI応付、 二迎致辿上飲

以上

六月廿六日

【3丁a J 

牙； i, ・，：兄分 御用之．炎：付、 徊岱：用楊方

廻状致到米松 、 依之可 申渡仰用在之松

条、 来月二日多役／」沿1fi迄朝五つ半ばi

uJ泄出 飲以上

斉I総

松田

灰 六月廿九日 斉籐市之丞

松田佐兵衛

宅助屯衛["]

狛々以名代証 1 ノヽ不罷出t俎：\J、 自不nJ罷出飲以上

[ 3丁b】

今股従

公必，渚凶山ノ‘•初兄分、 丹羽正伯名弟子相廻

｛如付、 沢田源太夫承令候趣を以致詮汲、 夫々

用慈等之設左遣品也

ー 四佑六ヶ村 村名別祇. uじ申鉄

右祈川郡、 砺波郡、 射水郡村々釘i之山野．

ぶ々方黄述任之掘出候由 、 所之もの申·F

外必杜在之山・：御座飲旨、 内山立中も申飲

J/',J、 今舷正伯老必子悩越飲時分相，·,;:11,;,

[� 丁a]

者、 右ILi野致案内飲様. af被qi付·ir

一正伯老弟Jこ、 阿なた5何之山を相,,,;•• u了

も�j(而知不巾ご付、 支配之山主十村一組切

案内之者四入・菜,·砂↓分之もの 十村

-,m: 丘人宛ハ入申1�1鋪保へ； 、 やI之山r人uJ申

も知不［肛付、 た右i'i,i直nJ被相心11;, り於JI

但右弟子中�J; 出i文:hS種共、 見習之もの、

あら方 も掘ii•,: 指札等仕ii"/: i)i虹江戸よ呈

ぢ訊',・御用申来i成IIか分指1:叩j不申本如仕可然

ィ'i:n'ii左松へは見’此飲百姓之必ハ径キ百姓 テハ

[ 4丁b]

如何敷飲1:11柑應之者tj紅i訊祖極置松被申松

ー·JiJJ;,: 入申磁井指札之義、 支配之山々手寄、 、ニ

丘つ宛ハ致用慈詑之内敷又ハ目覆芍又仕飲、

琉球御り虹右・�ri致用意：骰巾様二"了被申渡飲

•ふ応直入之苫状己拾五六 ：卜、1ど池祇'i'i
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縄等も右顛致用意；；'1'.、 若不足いたし可申 様1乞

餃Iヽハ 、 段々uT被中付11

但�l�I罪人中泡）}:.: , i ;: 状箱作り申り如ヽハ、

段々 送りuf被申fl応

[ 5丁a I 

ー旅祐之 ．汲栢方在方：不限、 比分之山々

手寄之所.· 四•I形宛 m 茫：仕似様訊,r被申付•)(

ー山 中人';.i無之所,- —1五仕II与分 、 くい木竹容

取集小殿懸、 放物ハ廷二紺 、 紋取・と編/j

敷柑ねハ·i和，川、 i:t:li.\il不申様仕、 四ガ之囲も占

I篠容を用uJ中飲 、 阿なた之名上下泄イ£飲 小hi

戒つ、 こなた之もの罷在飲小脳c::つ以上三つ

かけさせ11J被中(1た、 尤食JI等相，認低、 近几等

1品）不中様＿少し用意可被申付'Ji

一師馳走ハ無之筈二保へn村ノヽ·.·1i合之物 をと申飲

[ 5丁b I 

得，I,ハ、りIT方応之外ハ塩物''.夕も無之所もuf在之f1公

叫、 不手·.が成村々ヘハ右之頚、 少々宛fl! tl. いたし

Viji'}; 様: n[被申付·J�

一人馬容之必、 たとひ山入-_ても指1ぶ）不申様十村

相心得-;;如'ff1俎設二uf波申澁·J�

ー山約硲四挺祈川郡: t{fif'i:、 砺波郡 、 射水郡

ヘも相送り飲様： uf被巾付·]�

一弟子巾御領I•I,, 罷越イI於時分ハ、 御祁1桜迄

其組之支配ノ-1-村・と人、 山廻·c::人、 所ノ）｝和前：

·c:: 人 、 迎二出各方右之も のを以挨拶可被巾人•Ji

但御扶持人之．ー及ハ御郡御J,,行見，；・j·-)ミ々御 用

[ 6「a I 

ノ必uf被申付餃

-1c.i々肝J!炉ヽ袴羽盆． •1』指出可被申飲、 肝痕ハ村

境迄、 社j主ハ町拗迄指出uJ被叶·I、 但fo主 ハ上下

＾咋用いたさせUF被 申松

ー山へ 入餃時分ハ、 餌郡御4さ行手寄之祐崎財£怯、

尻之村ヘハ十村：り1も造骰可被申f1於•Ji

一右弟子中述後{:lij/5八月上旬-li臥述筈之

由4郊IJ、 米月全飲ハハ越後へ新川之者ノ

内指造 、 様fl...� 承合uJ被申 候·j�

右ノ辿可被申 ，，炎旨 、 1判年寄衆伽中渡餃1:11、 可被得

其慈イI)::�(,· ・ド用意等ハ切郡uu;,さ行可被

[ 6丁b I 

申付之旅伍へ懸飲．筏ハ、 所々奉行申も右飲辿

可被相心得飲、猶受難心得．佼 r1えハハ霜楊へ可被

相外餃以上

:Ji 六月廿ヒR 御符用楊印

所々御奉行中



鋭波郡

井波町 松l嗚村 籐柏村 志賎寺村 西院瀬兄村

求西/)れ村 小野村 池田村 西明村 北川村

坂本村 岩木村 西肪寺村 和・呆村 松木村

I 7丁a l 

川合田村 定iiE寺村 八幅村 法林寺村 辿林寺村

松水村 松Jc'.村 渕ヶ谷村 沢川村 安楽寺村

道坪野村 客坪野村 岩坪野村 六郎谷村

筋手1以村 広谷村

射水郡

仏生寺村 而田村 神代村 太田村

城光寺村 矢田村 ーノ白村 l•I分村

I, 丁 bl

祈川郡工：

布
＇
名村 占城寺村 蛇田村 小見村

心\Iふ(I序 山崎村 内ILL村

品I�, 山々:\;Sり為見分 、 丹羽正伯老弟f相廻1底

必付、 昨廿六I
―
I iE伯老宅 ， 沢田源）●）ミ泄述、 承

合趣 ， 1;: 付井r�1々Ill廻飲ll([之祇物入御邸飲

処、此趣Kl�J'i1-述餌I�1., 可中沌旨被 f!jJ廿',fJた．

付、 両迎共写辿之鉄間、 旅術井案内者共

外虻収入1「I飲磁、 状箱、 山約証、 駅 ，！！ジ人足容

用な被仰付ii•'i:、 uf然品 ハ御釦又鉄,,,,J被j/jl iJ之

【s 丁a】

ii'i: 飲、 越中 ，，何之山々と申炎、 相知飲得ハ其所々

迄111迂いたし骰、 u丁然飲品もuJ布之仮紺共、何之

山と中 ．一佼札1知］不中由二似1/'.J、共心得飲砂I頂伍至

1ぶ）不申様UF被及御沙汰飲

一柑ill il'i山々之支妃ノ役人、手近J成所へ泄越イi之

rn·Jr; と品雰申付uJ'.'!ふ狡餃哉又 ハ此御用栢

りなど被 仰付指添泄越，ii·)! 111付飯可

然餃故、様ノヽ・ノ様子llil,fr承合中飲

・山深ク人共所. "夜を明 候刻、仮小J心之必風

雨をjゑキI●「I様_. nf在之 飲、 左飲ヘハJJ;程々 ur ;{f之飲、

しヽかよふ 1, llj
―
�it飲哉、 或仮小屋之具為持而悩

[S丁 bl

越之役人等もuJ任之義飲哉、 此等之赳も脇ノヽ'

承合1.µ 飲1::1、 追I而可叶J巡飲、 御馳,12ヶ1/',J鋪.itハ

無用との ·)(飲1::1、 左様被柑心得i
!
P用之必ハ

随分手塩不申採 n了被申付旨、 渋 仰出餃1/'.J可布

其段心得松已J.:.

五月廿L: R 

,·1,j田近江守様

本多周防守様

成瀬内祓助

中川式部

沖田玄笛

よ(i

占野俊成／越中での硲命採必1史受け入れの実態について

(9丁a J 

奥村伊改守様

柑（山監物様

尖村内 ，氾様

本多図 ，
1ド様

今枝民品椋

前田fl'汀ll様

咋日駒木根肥後守較御廻状之趣ご付、 今>;i)]

丹羽正伯名宅，L泄越鉄処、 正伯老渋泄出井
. ,, 

弟子野呂元丈、 本買徳述、 以井松裳椛

【9丁b l

出松、 正伯被q:i松ハ此i文jf ,·, ・，．． 為餌用卯I•I々 、 '

,;(; 十四 人共指造山飲、；k井丈I他必ハ今日ハ

在合不申飲、 先逹叫肥後守l-'1 u了被仰，，炎餃と{-{:飲

御�(主1:防御！り紅走ヶ1::1鋪義 ハ 柑j,,,,.,じI必

岱；御座餃 、 弥以此 ．炎もり甘史各，，:申，；炎飲 、御馳

走芍；在之大努御役人ブj�が被出{if得 ハ、 夫々へ

弧松拶申．必も濫懸御）IJ指[//,JI釘lた、 右弟子JI,へ

御代宜手代所分餃而向寄／`立人宛指i係申 （1定、

面,ti主様）坊山案内之もの四人師出可被成て

見料之者ハ五人外＿手明之もの六ヒ人御出

uJ被成 飲、 見丙之名ハ・必,·;,:見虹飲柑 ハ御用之

[lOT a J 

節ハ申造飲ため 直飲山、 被q1辟]fl丸付此1/',l

肥後守様 てハ見習之者一両人と被得岡飲得"、

昨日被仰IJrJ通飲岱 ハ、 五人指出uJ申由斗1人り幻姶、

成程五人宛兄,"I,ともの御出可被 成條、 委細之汲

肥後守ドぷ罪存·'朋之故与存飲此方ご t/、御指図

叶I入飲段も、uf申述飲御禎1KJ主な(i)和 一就·_此趣

申，』炎f1文由、正『I老被申耕J餃

一面当地MB頑没出被成飲·jけ承合餃処、 未1:1限

柑極不申1灰、 今日之jff!脇/: f((守）�-方朝晩

拾三人 宛程申，．，炎飲 、左飲ゑハニ三□ も懸巾飲たハ

(10丁 bl

来月上句ばl -�,,, も11]';{[租1座候、 弟子中申闘）飲

一越中 ， 被泥越飲ハ、 越1iliち/Jn州．，相辿越中

ヘ被悩辿松哉、 又 ハII砂ii方江被悩越1吠哉、越

後方 ， L1皮相迎飲哉之．殺、江） i/5囚々牙だ和,,

副1Ji�吠 ， 'l'付先此通相究飲、 泊j田5越中

富山悩辿可申jij
・
；、 加州山 ハ私師lli: 稲若水

御家人 C (o』f祁庄飲得ハ、 加州辺之Lliより ハ鋲

が出申イ,J-l,!.'liが仕餃、白山、， ハ崖i•iより

懸り、 様f次第見分仕筈=iJP座j1応由

一越中ご，砂↓分之 山、 何ノ山/,•_-,,, 飲哉之']汎廿ふ
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[11丁a)

餃得r.越中い つれノ山見分可仕候哉相知

不申由

ー 四人之弟子中ー 所：.被罷迎候哉、 但所々方頃日

5相迎餃哉之·JJ.、 先ハ四人ー所ご相廻飲得r.所

:方相分り 申Rも有之il知付、 案内者心人

=-·e:.'人宛之闘り申汝飲

ー 四人之衆旅祐 ー所ごて可布之哉・·Jr、 成程四 人

ー所旅布仕飲兄分：屈鋪所二ても狭キ構

無 之候、 上下拾三人ニll,li臥越鉄上下共ニ ー所ニ

泄有候，,.,•\不苦鉄

[11 丁 b】

ー山 々 被相廻飲必鉄ヘハ、 山t,·;砲 ハ入用二も可布之

故事相',)'.fl文所、 山々相悠iI知付山駕記ハ入

用二 9ヽ無御座飲、 若術人之ためな と二御支度

悩成候ハ、 各別之義二御座候 由

ー山奥こ,,凶肛；［堀出申飲節、i訊＇店より

J社辿土:つけ目覆等仕·]�布之候、 右之

・ダ
迅

·,:;が入申11え磋、 向寄々ノ御代官所 方出申飲、

し かれ共、 所：·より右飲所雅取こ．造義も布之候

IUJ、 此相成篭四つ五つ程 宛被仰付、 1-1持出

破申様こ役人方へ可披仰淡候、 症寸方 ハ

指渡弐尺四方斗、 深サー 尺四方ご． 手を付 、

[12丁a】

t<サは三尺余程、 目疫ヲ作砲之内敷物も

里うきう御座御用意可被成飲 、 怪キ必郊ハ杯

を通し両方五者付 かさねさせ申飲、 屯きハ 両

人仕丹ない申飲 、 随分砲ハ軽 9 施相：.可被仰

付候、 右之泡ご指札入 申候板之士とサ·e:.'尺斗

輻三寸斗右之荒数本と可被仰付飲

一 ， 片状箱片店油祇1『縄、 始又十斗も御拍

可被出飲、 址以御 代宜所方出申候へ共程泣所：て、‘‘

急成節ハ御用も指換飲ll\l、 右両様御支9文可

罷来條、 但ヽe:.'弐辿入状四二て宜御座飲

一釈烏人足等は、 右ノ外ハ入用：無御座保 、 駅馬四五匹

【12丁b】

潤巫候得ハ宜切座 餃、 御；；l'[主様方あ伽！他走、

窃馬人 足等も多被 仰付9公，� .. , 入用二無御巫飲IUJ、

左様二御意：得可被成飲

ー山深八九旦共入 、 本之 旅布へ雅加餃 時分ハ、 野辺ヰ

一夜明シ申飲11\J、 右飲節ハ竹胚之類を持参、 怪ク

小,,,i之林ご仕飲ヘ ハ宜御座候、 1i1i々,'lかよふ之.t;

申淡條へ共、 結栴御茶駐懸坦ち如小屈被 仰付i父、

方少御 座伐ケ様之必ニテハ無湖座9ぇ＼，、 若奥山へ

入雄帰時分ハ、 竹を立胚をは見候ヘハ宜御座 飲
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今年ハ私参事不申飲、 \i'l子共迄近申候此外

ハじり合被出朕；妓御座飲ハハ、 可被仰 飲毎罷出9応

間、 卯ふ之品御占付、 被成 可 被磁飲御答品骰可

【13 丁al

辿鉄1削、 翌湖取紅可被滋ふ＂正伯老被申じrJ餃

一国人· 廻顛：,i;: 付Zり見被申伐ご．付、 写上之 ， '
r

-立之

趣を以 相ふ候所ご．相考餘得ハ、 大形ハ八月上旬頃

越中へ 可破悩越哉とも被存飲由、 正伯老被申開餃

一御代官手代ハ追，u御代1彩袋方相究可被申汝

に存tえ由、 品又正 伯老被申僻l,父以上

五月廿七日 沢田源太夫

【13丁bl

江戸方 上野

前柏 沼田 三国辺

越後

:I:� 岡 村田 子つか関 柴田

新沿J 出‘兵岱

佐渡 越後 松鯰

心j田 越中「「山 飛騨i窃山

[14丁a J 

越1i1i

勝山 大野 輻井 柳ヶ瀬

知農路より 飯田it通り辿州へ出罷紺申低

追加

ー必子中廻り/Ii時 分迄、 御代官手代指蘭lj廻 り申飲付 、

品:·JI右手代，沐且る:-.受指図申由4郊IJ、 可有其

心1切松手代相添不 申時分ハ、 弟子中、9相尋可

被申事

一菜/;,: 見習之者、 :Ii切取-lillii',:frえ

【14 丁 bl

追加

一弟子中廻リ倣時 分迄、 御代
‘

ビ手代指伍lj廻 リ申餃付 、 品

·J; 右手 代、 ［相9ふ受指図申由二飲問、 aJ有其心符伐手代 相派

不申時 分ハ弟子中 、 L相9ふ可 被申:J;

ー・;u;.:兄習之者、 Ji切取極骰tた者之 内故lz.：有 之

時分之ため 、 二三人もかけ かへ のもの申付 可被骰候、 山， 1

入申時 分ハ、 ,X;子、t申淡指加可被下事

ー・必-,·;,: 入申恐二枠を通し荷申:Ji付 、 右詑ノ 手

取を至極丈夫五可取申付、 U団人・ 其箭共江戸へ参申

時分記迫中二!1破祖いたし、 疾叩拍しf1於，:11大切成

-lふ候条、fit/,、・ 念を入可被申付事

【15丁a】

一右詑荷申竹ノ枠詑ノ数程用登可被申付屯

一建絵荷板
ー 小板札 ー 白苧

ーませ竹 一目征 始ハ山:.,,.,JiSJ;,: 取当被入伐 ため、



十五六 用意可得申付飲
ー送 必耶包(ljふ．付 用ひ申由二 1111之伽用慈可被申付條、硲其

所々無 之も布之所方Jiむ取寄骰可被申飲
一餌；；i'i分ノ内＝・ 1改堀出菜卒、江戸へ指超時分布紙

人足:.,,,越後市振迄被指辿、 関所IUJ辰迄/,.}持届寄、
問松庄l・・よ等之内5深ぶ入申花、やI荷受 取候由 之
手形、取名如可被申付餃且又'i.J山ち来：＇店指 越釘
領分之宿ノ:, 容→受取飲手形取可申与申伐て

[15丁bl

内ノ必ハ不及認之溢＝．叫，廿取候由、 文互ニJ..ふ加1可被申候、
自然，忍しひらき内ご改め渡し申｀臼尾被見屈砧取、
布てい通りを文こ辺ぷ悶可被下飲、夫5此方之者二市板
迄為持届、1じl困等へ渡餃時分・し、右之 通為相心岱可
被申飲但迫中オ；；fi等へ..;J;J.f1J: 時）Jj•,b'J j直 i�mL得可
ヰ央半松入可被下lI知付、・/ill楊足蛭六人新川郡へn,mr

ち磁11'岱可然旨御 用帝へ相述度々豆叩り共通飲旨
御申開飲間、弟子中越後へ罷越飲様子相応飲、旱々
可布案内9公共案内次第足姪指造可車JI

一茉.,-;,: 持人足ハ、布祗ご・,,オ頷ハ 江戸迄11'(々悩越申必
可イ「之 、此段御 代宜手代井 弟子中、A相�'才なi、
9と）ゃ付二人ご,,., 指図松井可相1,ilH幻J�

[16丁a J 

一菜「＇：持鉄人足表jffiし人足ご,,.指出飲 様4 御代宜手代等申必
·'-可布之飲条、］脳岩瀬、小杉等-: 用江：被 申付、夫々指
1:1.]不申様二可被相 心得、右珀中役銀等ハ左 之銀子ノ内
右可相渡'j�

一右必_,;,:�存収渡怯 ．茂、他j-kj=.,11,;,•;取手形杯取申由 無し、
共此方い汀為令辿候、越後与里様子被屈]合尤手代等、
受指図r::1辿不申候様ごl>相心得可申飲1�

一弟子 中御領分江泄越時分、又古翌，・，：見分相仕廻研山へ
罷越時 分、両度共ご早々御年寄衆飲井御卯用瑞 ，I
可布案内はiil1! 届入申義可有候 、但御；；ii分山々は
不及心分、 仕直々冨山へ罷越も共節も早述可被越・)jJ

:ヤ,, .... , 

一賄容之 出·F、走ハ木貨与申必二飲、先述申し炎i父軽キ
[16丁b 】

料理物 指出共、代物ハ枡次第受取條中ふ可被申付餃、
但夫々代物之義、 松飲て相応心申 述若代物致
不足低、此方方とやかく申宿11',J貨可被申付:J;

一惣而如様之．殺布候共、此方方とやかく不申様二能ノヽ．
可被申付飲、 尤迫一里斗も針ふぢ各々足怪被相廻無、
別条迎り怯哉之．一汲承屈万 一 何角沙汰も布之、
早述泊り叫9 申付ど如可被申放餃：J� 

一右就御 用不時入用之義致i府成宿元、r被申越
点々会不申義も可有之飲条、小枡銀武貫目可相渡飲

13]、別紙案文之迎切手 可被指越保、右之銀 子t

吉野俊哉／越中での硲命採深使受け入れの尖熙について

新Jllil11郡御奉行被�i'i取、尤弟子中新川郡
内相通、砺波、射水、＼．罷越餃、 同所御郡御奉行へ可餃越

【17丁a I 
候畢況勘定之義ハ追 ，·，可申談··tr、
右ハ屯�1汁J番承合申越伶団趣条委細可被符其意飲、
此外之 義ハ先辻，＼ぶぷりを以申述1尖通：.可被相心得就、 夫越
後国之内日野小 左衛門殿御代官所福田与申所 へ、右小左 衛l"J
貶役所 布之手代も罷布申由4咲問、新川 御郡御I,·,行方
足怪ノ 内と：人、同所山悠水柏村勘左衛門被指扁lJ早述

幅田役 所小左衛I'り手代方へ、 右御郡御奉行ぢ紙而
相副、 被指磁此此杏井先逹二,r,申達飲 此杏之
趣、 委細承合泄越候様二被申渡、罷帰り次第 ，j和之様子
旱述可 被申越候以上
灰七月十八日

【17丁bl
御坑用楊

松田佐兵術没 斉藤市之丞殿水原箔右術l"J貶 加森九郎太郎b/1
菜..-;,:見分之人之被 泄越、 自然，�,.;,,. ご入用之必
-:.11之FR炎得ハ、 指J/1,j申飲条中勘を以銀子或匹目
各述判之仮切手を以1罪泊取、 新川 御郡御4ゞ行手籍i
ご破指ii・，'.。 新川郡見分相済紙波、射水へ被泄
越餃右銭子甑波、 射水御郡釘ぷ行へ 相送り可下候
旨仮切手，·;,:案造飲 条、此迎御 ，池当拗へoJ被指出飲
奥占 ，・ぶj造uJ被申下餃以上
七月十八日 御統用楊

松田佐兵衛貶 斉森市之丞殿水原泊右衛l"J貶 加l匝九郎太郎殿
【18丁a l 

此
ー武匹目 新丁銀

右私共支配所新川郡、甑波郡、射水へj祁山々，L従 公義
深：；店見分之人之被 罷越名玉付、1..}入用鉄仮切手
ヲ以ぶ取申、御 用相済次第iQ,,, 本切手二相扱可被下餃以上
→ 七月

松田佐兵衛 斉藤市之丞
水原i,'i右衛l"J 加藤九郎太郎

杉江平丞殿 山下四郎兵衛殿
危御用 之義布之テハ、念述泄出可被申飲 、若不布合飲ハハ
:JJ叶含怠逹可致案内立以上

[18Tb】
七月 松田 斉籐

芭衛["]
八右街I'り

今殷、 御足姪土田佐太夫貶=-付私分被相副越後国
哭収見分医師中ノ義、委細lli'I合：.与飲所:.、私
越後ノ囚；；': 魚111迄泄越飲所ご先逹叫白り町方開承合
二被造飲、丸岡1丞宗左街門泄袖り申ご．付、罷越相9ふ可下候必
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一々；．；•：左衛l"J二相ぶ心p所:相辿之必、少/� も無御巫P'i如付、

罷帰申ー付御，；じii\と申上(i'i砂以上

_,_ し·月

太田本郷村

邑右衛l"J

(19丁a J 

松田佐兵術没

斉1£村市之丞／没

栄が為1月用私'f/J方・, 1 ::上ケ申此

一八月廿日、必,':,:御比分之医師野呂玄丈様、f←)/:丈J他梯、

越後路ち釦II郡へ御述被成i庇付 、 越後御桜目樟川

低 ， 9泄出御医師中川桁丈15'.没s-1;,:御用指rn不

申様 政許仕御泊所泊り町；迄罷越餃、 同廿ー R方同廿

四日；迄卯氾留4寸、私義は泊町；迄泄布飲

ー同廿五日、泊り町御立被為成三日,if村簡I昼休所迄夫々政，;'f

仕御供飲、往足迫 筋こ・,,、必卒被 為掘飲得共何と申・必

(19丁b J 

,.,. 帷）:: 哉不奉存1咲

-/oj廿六日、 る踪寺 村御住休所5切泊所に餅寺村迄、 犬ノヽ、 政

許仕御供仕追加t々:. 遠I,・，為堀飲

-[uj廿l::R、芦蛉寺村5立山 ． 随登：.付夫ノ; I如'f仕[uj晩ハ毀

石小bと御filij人御泊リ迫筋右同所

一阿廿八日乎fセj)亡文揉鋭石方芦餘寺迄帰り、野呂元丈様一
↓ <:JI五J..:lld.'/..

窒党迄御登候、 夫5地紐谷御廻c.1•.�谷之小1俎へ御泊

迫筋夫ノ｀・ 右同断

-r,;J廿九日、 丞ヶ谷小松15/'f館寺迄加り正明川柏へ立寄

ト衛l"J坂迎令あ杯迎二渋参似、 辿筋右向断

一九月式日、芦餅寺御立冶餅寺通新庄西餌通飲,,,

[20丁a J 

窃山へ切述付、私f汲窃山御祁i境川ご罷越御釈与仕

沿も紺飲、

右之通相泣無御座飲、此外相罷迎所見 ,m 不仕候以上
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まとめにかえて

学保7年の越中での薬京見分と阿様に、 鉦年各地

の採菜楊所でも、 それに1趾わりを持った者が、 それ

ぞれの立楊で，
＇ ｝：き残した多数の文 ， 'r-のイ釘在が想像さ

れる。 留根の中の筵 ，
1 1: や報告などの他、 私的な日品

などにも1月辿する内谷の存在が予想されるc

今後、 それらを突き合わせること ができれば、 各

地で行われた活動に共辿することと地域性の強い特

殊な ·J;:例とを整理し、 楽耶見分現拗の実態や硲府に

よる採楽使の慈味づけが、 より明確にな る で あろ

つ。

小論で引用した「ー巻留」は十村が、「通IJ\·J品」

は案内役を務めた肝疱が、 そして「本史料」は山案

内オ詐の奥山廻りが心き品したもの である。 それぞ

れに捗わった立楊や役H、 活動を見る視点にも泣い

がある。 それぞれのI/� 瑞からは個別に詳しい内容を

知ることはでき るが、 そこから全体像はなかなか見
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えない。 実態の全体をつかむことができたのは 、 硲

府からの指図や最終的に郡役所を経て報告を1j_; 約で

きた狩用楊など、 湘の上屈部のみであったろう そ

う考えると、 採楽使派造の ·F例は、 派造する硲府側

と、 それを受け入れる地方の2方向の視点から考察

する必要があるだろう。

硲府の祝点からは、 学保の改革に辿動した物並IJM

発や産菜政策の面、 またぶ妍':fの地方文配の上でのi"i'i'

骰収集とその 活用の面からも研究すべき ·F例 であ

り、 こ の後 の滸国迩物般の作成にも同様のことが言

える。 また地方の視点からは、 採菜使の行動へのIYd

心、 溜による迎業政策への彩評を知る J:: での虹重な

事例といえるっ そしてこれらの秤既には、 物瓶開発

を進め、 瀾査の必災性がi'�:jまった時代の流れと 、 本

ぶ
＇

噂：が築学や物産学の‘炎学として発展する流れ、 t,、I):

物学的な展閲へと分化していたこ とがあろう。



古野俊哉／越中でのぷ廷命採•応使受け入れの尖熙について

これらの研究には、 各地のより具体的な
＇仕例の利｛

み上けが基本となる。 小論は、 その中の 一 'jJ:例に限

った論考に過ぎない。 更に広範囲にわたる·j;:例につ

いて、 ご教示をいただけたら幸いである c
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お礼申し上げます。

1)上野益三「年表日本袖物学史」

（八坂 ，
1:= 1J519S9) による。 店保5

年5月に打1'[村政IJ券が必釘命により

H光へ出かけたものを披初とし、

享保20年まで、 15 年間に3S 同の

派辿か品録される。 派辿先はiF:

殺し、 拗所により派造回数には

必があるが、 士こ期の楊合、 泣終

採薬予定地 まで、 途中に各地で

採栄を行いな がら向かうのが·,:;(·

迫であった 但し、 途中での採

茨地の変更（増加）には柔軟に

対応された

2)拙脳「卒保7年立山・黒部挺山

での硲府採薬使による菜·,;·,: 兄分

について」（「富山県立山栂物館

研究紀災」第6 号1999) 、 「立山

を"'jれた硲府採茨使 \£ 保7年、

16年の薬が見分に関する「為 '.i'i:

通!HJ ,_;c;」 の，:c述 から」 (r 富山県

立llit.'i物館 研究紀災」第7号

2000) 参照

3)富山rli郷土邸物館蔵 脊料番

号「五c11.12/ 6」（窃山市郷土栂

物館史料J.("十二「浮田家文 ，
I ;-目

録J P 136)

註

I\)「岐卒県史」史料紺近世）しに絣

刻所収。

5)的； 1l1県立図井館中島文印蔵

分煩番号「Nl2-14J

6)准保7年の越中での玄尽
＇

，・，：見分

に加わり、 三日市村から魚沖町

まで蛉井丈1他について案内 人を

務めた天神野新村兵三郎の私的

な控え板。 個人蔵。 面j掲「立山

を訪れた名は府採菜使 窄保7年、

16年の菜，·,-.: 見分に l¼Iする「為'.i芯

遥 lirl�i:j の品述から」に半保7

年、 お保16年の泌叩：見分に つい

ての品述部分の；i淋刻がある。

7) 1i1i掲「浴保7年立山 ・
・＇恥'ill奥山

での硲府採菜使による菜，·,·,: 見分

について」参照。

8) J姿辰六年から茄水四年 (lSSl)

まで、 251年間の佐iJえ奉行所の ，，¢

録。 19 谷 ·22 冊。 小論での引用

は「佐放年代、；已J (佐渡郡教n 会

1935) の絣刻による。

9)天正2年か ら明和7年までの

紺井湘の正史。 小論での引用は

「福井県祁土汲，1:: 7 J (ネ晶井県郷

土誌恕 ，;炎会 ・ 福井県立図 ，
1�1r1汀伍

昭36) の絣刻によるe

10)「日本財政経済史料J (大蔵省

紺窮 1923)第8な所収

11)大石学「塩保改71\:の地域政策J

（吉川弘文館 平成s)第四 序：

第二節「薬,·;,: 見分の実施」参照

12) 「辿lllJ,;ビ］には、 案内人から十

村を務める天正寺村屯右術l"J宛

に「八月甘在日二天神野浙村兵

右衛l"J肴せ出餃処、 何村之名•と御

心二付、 有体二申I:.候、 此川何

川と御，ふ二付布施川之旨申上餃、

此川上之高山ハ何山と租l尋二付

片只谷山と申 J:.候、 魚津町端二

而御奉行併· 知行御心二付 、 岡田

滋衛門知行千二百石と申上條」

と、 報
’占している品述がある。

13) 籍i掲「日本財政経済史料·」 s 谷

188 頁参照。「享保ヒ年壬哀六月

二日／駒木根）他後守様より、 今

屁時過可被参旨申、 参上仕餃処、

今朕丹；J;J正伯弟子［几1人、 菜，「＇：見

分被仰付諜国相廻候近江国御領

分へも必廻り可申餃」とあるが、

この史科には、 丹羽正伯私邸で

指図を受けた日時の品叔はない
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14)出羽 と越後国袋に位骰する瓜

ケI¼! 村 の こと と見られ るが、 同

村は庄内活の支配地になる。 こ

の年 の採薬使は出羽で の採菜の

予定ばなく、 ま たこの前jの「 村

田」（現在は士計岡市村田）と、 後

の柴田（現新発田市）との距離

を考えると、 行程上、 実際に採

菜が行われたかどうかは 、 今後

の史料の発掘を待つ必要がある。

15)前掲「佐設年代品jによれば、

採 薬使は、 7月11 日に相川に到

り、 翌日銀山へ登っている。

16)「岐阜県史J史 料編近世九所収

1049頁

17)「岐阜県史j史科組近世九所収

1051頁

18)「岐阜肌史j史料紺近世九所収

1050真

19)上田三平「日本菜固史の研究j

（渡辺ぽ店昭和47)49頁 -so頁参

照。

地方から江戸 の 薬固へ述ばれ

た茨種は ある程度把掘できる 。

学保7年に限ってみれ ば、「 小石

川菜園」では、 採菜の四任者で

あった 丹羽正伯から、 出所は不

知として「淫羊森1株」「無名-;;,:

7種」団工茫決明4本」が持ち込

まれ、 佐州から「当帰1株」「iiti:

勒20株 」の品録がある。

20)金沢市立玉川図・占館「 加越能

文匝蔵」 �i'i求番号16.76-14

21)); 吝藤潤 一「加質蒋の 菜1;,: 政策

と立ILi」 （窃山県（立山栂物館］

平成20年度企画展図録「薬平と

加賀溜 立山から百味策窃への

迫を さぐる」参照）
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22)加質賀辿に ついて「質州佐州

ニ出 ル者ヲ上トス」とある。

23)加笈黄述については「凡税: 黄

辿以渤□ii所レ殺状若 ．．述珠・若 —.

胞爪雅爪形•堅実色淡凶味梧浜苦

者I: 為レ佳坊!ill称 ー
． 加賀焚辿 · 品

也」とある。

24)後 に編まれた本1?杏にも、 例

えばじ釦1本了；，：甜目啓袋J(1844) 

谷之九 には「 黄辿」の項目 があ

り、 各地で殺出 す る黄辿の質や

形状に ついて品されてい る が、

「今薬舗二加質黄辿卜称スル 者、

多クハ越中ノ産ヲモ総ジテ云」

「薬舗ニテ加質産を上トス」といっ

た評価がなされていた 。

25)金沢市立玉川図:;1;-館加越能文

祁蔵「松芸公手i睾辿舎下@Jに

所収（可り求品号16.1- 7) 所栽

の絵形の前半部「享保七年／御

医師様方薬亨絵形二 被仰付候写」

に あるも の が、 採薬使によって

見分けられた も のだとすれば 、

これら の中 に 江戸へ述ぱれた 薬

種がある可能性が邸い。 同杏の

5つ 目には「淫羊森」の絵形が

あるが、 注19) に示したように、

採菜使の派造の1梵任者で ある丹

羽正伯から同年に、 出所 不知と

しながらも、「淫羊窟1株 」が小

石川菜園に献上 されて いる。 詳

細は不明だが、 享保7年 の菜-S,t

見分と関述する可能性を、 示唆

しておく 。

26)前担「加質湘の茨平政策と立

山」45-49頁参照。

27)茄藤油ー「 越中加賀溜領にお

ける菜J,'(の採梨と流迎 について

の 一 考察ー「売菜々方明細II巧能

杏」及び在物逍査杏・ 迩物関係

留苔の品述から 一 」（「富山県立

山栂物館 研究紀疾」第16号

2009)に洋細な論考がある。

28) ; 祖.4)参照。

29) 菜了；，
．
． 見習人を付け、 それを仲

立ちに する江戸中央と地方 との

本京学知澁の交流は、 恐らく採

菜使派造の主要な目的で あった

と思わ れるが、 享保18年9月21

日 の硲府御触杏で、 これが廃止

される。 そ の理由を「所 に寄心

得辿之儀有之候に付、 自今見習

と申淡相止可按申候」（「日本財

政経済史料」第八呑188頁）とす

る。 採菜使の派造自体は この後

も続く ので、「心得泣之1義」 に現

れた弊忠が大きくなったためと

取れる。

30)富山県立図否館蔵「前田文-.'_[:」

油求番秀「前ー32」。 小論で の引

用は硲瀬保編「越中史料集成4 J

（桂舎房1992)の翻刻による。

31)「迎聞品」の品述では本賀、 以

井、 玉 t生 の行程の中に「廿九日

二立山婦の衆（※野呂、 辰井を

指す一箪者）と一所 二富山へ被

廻飲」 とあり、 2つ の史科で日

時の迩いが見られる。「本史料」

を舎いた善右衛門は、 岩餅寺か

ら窃山迄の直接の案内人ではな

いので、 ここでは後始末をつけ、

その後、 採茨使とぱ別の行勁を

とって の富山行きとも考えられ

る。

32)「窃山 市史J迎史上 817貞参

昭... o 



33) 布峯村（現位；山市大山地区有

峰）、吉城寺村（現.'じ部市山田妍）、

蛇田村（現魚津市天神野 ・ 束尼

崎）、 小見村（現富山市大山地区

小見）、 高原野（現立山町凶原）、

山崎村（現朝日町山崎）、 内山村

（現黒部市宇奈月地区内山）。 新

川郡での茨j','(見分にかけた日数、

行程を考え ると、 この7つの村

だけで はなく、 その途中での薬

京見分にもかなり時間を拒けて

古野俊哉／越中での硲命採深使受サ入れの実態について

いたことが考えられる。 立山山

中 での広い範囲を採菜の対象と

していたとすれば、 射水郡ゃ碗

波郡の39 ヶ村での見分を行うの

にかかる時間を考えると、 全体

でどの程度の見分が行われ た の

か、 また実際にすべての村 で行

われたのか疑問が残る。

34)天正寺村十衛門、 山室江口村

八衛門、.'.1.\11奇村宗三郎、 西水柏

勘左衛門、 太田本郷村善右衛l"J。

いずれ も十村や山廻、 奥山廻な

ど溜の役目を帯びている家であ

る。「 ー 巻留」によると、 今回の

菜:,図見分にあたっては西水柏拗

左衛門、 太田本郷村善右笛門は

山案内人オ許。 天正寺村十 衛門

は医師中井御代官手代共二；行事

押詰人。 山室江口村八術門は薬

平見習人手明人。 黒崎村宗三郎

は菜京楊所人足才許の役に就い

ている。
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